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徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

辰
巳
工
場

所
在
地

阿
南
市
辰
己
町
一
番
地
一
九

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
七
号
イ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
遠
心
分
離
機

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
九
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

辰
巳
工
場

所
在
地

阿
南
市
辰
己
町
一
番
地
一
九

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
七
号
イ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
遠
心
分
離
機
並
び
に
同
表
第
四
十
七
号
ロ
に
規
定
す

る
ろ
過
施
設

４

変
更
の
概
要

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
、
汚
水
等
の
処
理
の
方
法
並
び
に
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
の
変
更

並
び
に
排
水
口
の
新
設

５

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
九
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
県
民
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

株
式
会
社
服
部
フ
ァ
ー

小
松
島
市
櫛
渕
町
字
間

小
松
島
市
大
林
町
字
立

一
二
、
七
四
〇
・
九
七

ム

町
四
番
地

光
地
二
一
五
番
一
ほ
か

十
筆

同

同

同

立
江
町
字
野

六
、
〇
八
六
・
〇
〇

神
一
六
一
番
ほ
か
一
筆

有
限
会
社
樫
山
農
園

同

坂
野
町
字
細

同

大
林
町
字
中

一
、
二
一
三
・
〇
〇

野
一
〇
番
地

村
九
二
番
一

坂
東

義
治

阿
波
市
阿
波
町
梅
ノ
東

阿
波
市
阿
波
町
早
田
二

一
、
一
二
二
・
〇
〇

三
五
番
地

三
七
番
一
ほ
か
一
筆

渡
邊

功

吉
野
川
市
鴨
島
町
牛
島

同

土
成
町
宮
川
内

二
、
二
七
一
・
〇
〇

一
〇
八
〇
番
地

字
古
田
一
四
一
番
一
ほ

か
一
筆

尾
池

一

阿
波
市
市
場
町
香
美
字

同

市
場
町
香
美
字

二
、
三
八
六
・
〇
〇

郷
社
ノ
北
二
番
地

郷
社
ノ
北
五
番
二
ほ
か

三
筆

山
添

茂
芳

同

大
俣
字

同

上
喜
来

八
四
四
・
〇
〇

行
峯
二
九
八
番
地
一

字
大
門
八
九
一
番

四
宮

慎
一
郎

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

板
野
郡
上
板
町
上
六
條

一
二
、
二
一
五
・
〇
〇

東
ツ
メ
ノ
一
五
番
地
三

字
北
開
一
〇
番
三
ほ
か

十
筆

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

徳
島
市
不
動
西
町

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日

飯
尾
川
堰
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
好
市
西
祖
谷
山
村
東
山
七
三
の
三
、
西
祖
谷
山
村
南
山
二
〇
六
の
二
、
二
〇
八
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

西
祖
谷
山
村
東
山
七
三
の
三
・
西
祖
谷
山
村
南
山
二
〇
六
の
二
・
二
〇
八
の
一
（
以
上
三
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
三
好
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三
好
市
池
田
町
馬
路
及
び

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日
か
ら

三
好
市
池
田
町
白
地

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

製
造
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量

港
湾
荷
役
機
械
リ
ー
チ
ス
タ
ッ
カ
ー

一
式

２

製
造
物
品
等
の
特
質
等

仕
様
書
に
よ
る
。

３

製
造
請
負
期
間

契
約
締
結
日
の
翌
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

４

製
造
物
品
等
の
納
入
場
所

徳
島
小
松
島
港

赤
石
地
区

岸
壁

背
後
ふ
頭
用
地

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
こ
の
入
札
の
公
告
日
ま
で
に
、
日
本
国
内
に
お
い
て
港
湾
荷
役
機
械
リ
ー

チ
ス
タ
ッ
カ
ー
の
納
入
実
績
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
お
い
て
、
製
造
会
社
か
ら
港
湾
荷
役
機
械
リ
ー
チ
ス
タ

ッ
カ
ー
の
販
売
権
を
得
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

三

入
札
説
明
書
及
び
製
造
仕
様
書
（
以
下
「
入
札
説
明
書
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
場
所
並
び
に
契
約

条
項
を
示
す
場
所
等

１

入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
説
明
書
等
及
び
契
約
条
項
に

つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
運
輸
政
策
課
管
理
担
当
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
六
五
九
）

２

入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）
ま
で
（
県
の

休
日
（
徳
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に



掲
げ
る
日
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で

を
除
く
。
）

四

入
札
参
加
手
続

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
３
に
掲
げ
る
入
札
参
加
資
格

確
認
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

提
出
期
間

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）
午
後
五
時
ま

で
（
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は
、
同
月
二
十
三
日
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
）

２

提
出
場
所

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
運
輸
政
策
課
管
理
担
当

３

入
札
参
加
資
格
確
認
資
料

入
札
参
加
資
格
確
認
票

（一）

港
湾
荷
役
機
械
リ
ー
チ
ス
タ
ッ
カ
ー
納
入
実
績

（二）

港
湾
荷
役
機
械
リ
ー
チ
ス
タ
ッ
カ
ー
製
造
応
札
仕
様
等
確
認
表

（三）

港
湾
荷
役
機
械
リ
ー
チ
ス
タ
ッ
カ
ー
の
製
造
会
社
と
の
販
売
権
が
証
明
で
き
る
書
類

（四）
４

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
封
筒
の
表
に
件
名
並
び
に
入
札
参

加
希
望
者
の
住
所
及
び
商
号
又
は
名
称
を
記
載
し
、
「
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
在
中
」
と
朱
書
す

る
こ
と
。
）

５

入
札
参
加
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
者
に
は
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

五

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

日
時

（一）

令
和
二
年
一
月
三
十
日
（
木
曜
日
）
午
前
十
一
時

場
所

（二）

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
八
階
八
〇
二
会
議
室

入
札
書
の
提
出
方
法

（三）

持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
２
の

に
掲
げ
る
受
領
期
限
ま

（一）

で
に
必
着
の
こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
宛
先

受
領
期
限

（一）

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

宛
先

（二）

郵
便
番
号
七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
運
輸
政
策
課
管
理
担
当

３

入
札
方
法



落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨

て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分
の

百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

入
札
手
続
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

５

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

６

入
札
の
無
効

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

二
に
規
定
す
る
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

（一）

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

（二）
封
書
の
表
面
に
「
何
々
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か

っ
た
入
札

記
名
押
印
の
な
い
入
札

（三）

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

（四）
も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

（五）

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

（六）

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

（七）

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

（八）
７

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
四
に
よ
り
こ
の
公
告
及
び
入
札
説
明
書
等
に
示
し
た
製
造
物

品
等
を
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
提
示
し
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が

二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。

六

そ
の
他

１

契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
契
約
書
の
作
成
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

２

そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
等
に
よ
る
。

七

S
u
m
m
a
r
y

１
N
a
t
u
r
e
a
n
d
Q
u
a
n
t
i
t
y

R
e
a
c
h
S
t
a
c
k
e
r
1
s
e
t

２
T
i
m
e
L
i
m
i
t
o
f
T
e
n
d
e
r

1
1
:
0
0
a
.
m
.
o
n
J
a
n
u
a
r
y
3
0
,
2
0
2
0

３
E
n
q
u
i
r
y
S
e
c
t
i
o
n
,
r
e
g
a
r
d
i
n
g
N
o
t
i
c
e
o
f
T
e
n
d
e
r

T
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
i
o
n
P
o
l
i
c
y
D
i
v
i
s
i
o
n
,
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
L
a
n
d
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
,

T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
O
f
f
i
c
e
.

1
-
1
B
a
n
d
a
i
-
c
h
o
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
C
i
t
y
,
T
o
k
u
s
h
i
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
7
7
0
-
8
5
7
0



P
h
o
n
e
:
0
8
8
-
6
2
1
-
2
6
5
9



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一
二
、
六
七
五
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一
七
二
、
二
八
九
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

選

挙

区

名

数

徳

島

七
一
、
八
三
七
人

鳴

門

一
六
、
四
三
五
人

小
松
島
・
勝
浦

一
二
、
八
四
五
人

阿

南

二
〇
、
五
四
四
人

吉

野

川

一
一
、
七
四
〇
人

阿

波

一
〇
、
六
六
六
人

美

馬

一
〇
、
九
六
二
人

三

好

第

一

七
、
六
一
一
人

名

西

八
、
八
五
六
人

那

賀

二
、
四
八
〇
人

海

部

五
、
九
三
八
人

板

野

二
七
、
二
六
七
人

三

好

第

二

四
、
〇
六
六
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一
七
二
、
二
八
九
人



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
昇
任
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

昇
任
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

昇

任

試

験

の

名

称

昇

任

候

補

者

名

簿

に

記

載

及

び

施

行

年

月

日

さ
れ
て
い
る
昇
任
候
補
者
数

警
部
昇
任
試
験

徳
島
県
警
察
官
昇
任
候
補
者
名
簿

令
和
元
年
十
二
月
五
日

二
十
名

令
和
元
年
十
月
七
日
及
び
十
一
月
十
一
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
昇
任
候
補
者
名
簿
は
、
令
和
元
年
十
二
月
五
日
を
も
っ
て
失
効
さ
せ
た
の
で
、
同
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

昇

任

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
警
察
官
昇
任
候
補
者
名
簿

平
成
三
十
年
十
一
月
八
日


